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第２０回 全通研研修会のお知らせ（一次案内） 

「著作権法の改正と通信制高校におけるＩＣＴの活用について」 

 

日ごろ全通研の活動につきまして、ご理解ご協力をたまわり、感謝申し上げます。 

さて、ご承知のとおり、著作権法の一部が改正され、平成３１年１月１日に施行され

ました。文化庁からは、昨年の１２月２８日付で「教育の情報化等を推進するための著

作権法の改正について（通知）」（30 文化庁第７４２号）が各教育機関長に送られてい

ます。 

ただし、添付資料「著作権法の一部を改正する法律の概要」にありますように、「②

教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備（第 35条等関係）」については、公布の

日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定めることとなっています。現在、

「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が設置され、権利者・教育関係者・有

識者の３者による情報交換・意見交換が行われています。「総合フォーラム」「教育利用

の補償金の支払等について」「教育現場における著作権に関する研修や普及啓発等につ

いて」「著作権法の解釈に関するガイドラインについて」「補償金制度を補完するライセ

ンス環境について」の 5 つのフォーラムが、年度内にそれぞれ３～4 回開催されます。

全通研では、代表として事務局長がオブザーバーとして参加しています。 

初等中等教育段階から積極的にＩＣＴ教育を推進していくための環境整備（使用を分

かりやすく平易にする）と権利者・日本文化の保護という観点から、会議が進められて

います。  

そこで、全通研では、著作権の改正と通信制高校におけるＩＣＴ活用について、下記

のとおり、東京と大阪で研修会を開催したいと思います。また、全通研加盟校だけでな

く、加盟していない学校にもご案内する予定です。 

各校におかれましては、３１年度の予算編成の際に、是非参加のための予算化をして

いただき、多くの先生方にご参加いただきたいと思います。参加申込等につきましては、

来年度にご案内いたします。 

 

 



記 

 

１ 開催日時・会場 

 【東京開催】 

（１）日 時  平成３１年１２月１２日（木）午後１時３０から午後４時３０分 

（２）会 場  学校法人メイ・ウシヤマ学園 ハリウッド美容専門学校 

        〒106-8541 東京都港区六本木６－４－１六本木ヒルズハリウッド 

         電話 ０３－３４０８－５０２０（代） 

【大阪開催】  

（１）日 時  平成３１年１２月１６日（月）午後１時３０から午後４時３０分 

（２）会 場  大阪私学会館 

〒534-0026 大阪府大阪市都島区網島町６－２０ 

         電話 ０６－６３５２－３７５１（代） 

 

２ 研修内容  

（１） 講演 著作権の改正について 

講師 文化庁より 

（２） 講演 高等学校通信制教育におけるＩＣＴ活用について  

講師 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム委員 

早稲田大学人間科学学術院 准教授 森田 裕介 先生 

      

３ その他  参加費・資料費は不要 

 

４ 企画運営  全通研教員研修開発委員会・全通研事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


